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枚方市 

 

平成 29年度（2017年度）～33年度（2021年度）までに取り組む具体的な施策をまとめたものです。



 

はじめに 

 

子ども時代の読書は、言葉を学び、創造力を豊かなものにし、読書の楽しみを知るとともに、人生をより

深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものです。 

 枚方市においては、平成 18年（2006年）に枚方市子ども読書活動推進計画を策定し、子どもの読書環

境の整備に努めてきました。平成 17年（2005年）に中央図書館が開館したことや、枚方市新子ども育成計

画が策定されたこともあり、枚方版ブックスタートやふれあいルーム等を新たに実施し、乳幼児の読書活動

を推進することができました。 

 平成 24年６月には第２次枚方市子ども読書活動推進計画を策定し、学年が進むにつれ読書離れの傾

向がみられるため、学齢期、とりわけヤングアダルト層の読書活動推進に取り組んできました。学校図書館

整備を精力的に推進し、10中学校区に学校図書館司書を配置し、全小中学校図書館にコンピュータ・シ

ステムを新たに導入して市立図書館と連携するなど、学齢期の子どもたちの読書環境を一段と向上させま

した。 

第３次枚方市子ども読書活動推進計画においては、従来の取り組みを継承して、乳幼児からヤングアダ

ルト層までの子どもの読書活動推進により一層取り組みます。知識基盤社会の到来や経済格差の拡大、グ

ローバル化の進展など子どもたちを取り巻く状況は大きく変化しています。すべての子どもたちがこれから

の社会を生き抜くためには、知識の集積だけではなく、判断力や表現力も重要であり、読書は非常に有効

な手段と言えるでしょう。また、障害の有無にかかわらず、すべての子どもたちが読書を楽しめるように、読

書のバリアフリーにも取り組みます。 

 すべての子どもたちに読書の楽しみを伝えるためには、市民との協働が不可欠です。読書ボランティアな

ど市民との協働体制も強化しながら、図書館や学校、福祉行政など枚方市全体で取り組んでいきます。 

最後になりましたが、第３次枚方市子ども読書活動推進計画の策定にあたり、読書アンケートやパブリッ

クコメントにご協力いただいた市民の皆さまおよび関係者の方々に厚くお礼を申し上げます。 
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第１章 計画策定の意義 

 

１． 計画の基本理念 

 

子どもの読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものとし、 

人生をより深く生きるための力を身に付けていく上で欠くことのできないものです。 

     枚方市では平成 18年６月に「枚方市子ども読書活動推進計画（以下、「第１次計画」という。）」、平

成 24年６月に「第２次枚方市子ども読書活動推進計画（以下、「第２次計画」という。）」を策定し、乳幼

児からヤングアダルト層までの子どもが読書に親しめる環境づくりに取り組んできました。「枚方市立図

書館第３次グランドビジョン」においても、子ども読書活動推進を重点事業として位置付けています。 

     今後も、すべての子どもがあらゆる機会と場所において自主的に読書活動を行うことができる環境

の整備を一層推進するために、「第３次枚方市子ども読書活動推進計画(以下、「第３次計画」とい

う。)」を策定するものです。 

 

２． 第２次計画の成果と課題 

  

 第２次計画においては、第１次計画の取り組みを継承して、枚方版ブックスタート＊、ふれあいルー

ム＊、定期的な乳幼児おはなし会に取り組むとともに、ヤングアダルト＊層の読書推進に新たに取り組

んできました。 

中央図書館のほか７分館にヤングアダルトコーナーを設置し、図書整備に努め、ヤングアダルト対 

象の「おすすめ本リスト」を毎年発行したほか、著者を招いてのワークショップや「調べ学習コンクール」 

「ビブリオバトル＊」 などを開催してきました。 

       そして、全 19中学校区に学校図書館司書を配置することをめざし、平成 26年度に３中学校区、

平成 28年度には 7中学校区に配置を行いました。さらに、全小中学校図書館にコンピュータ・システ

ムを新たに導入して市立図書館と連携するなど、学校図書館整備が飛躍的に進みました。 

      学校への団体貸出においては、学校への団体貸出図書配本事業として、小学校への読書支援用

図書の定期的な配本を開始しました。このように市立小中学校における読書環境の変化はめざましい

ものがあります。 

       しかしながら、市立図書館においてヤングアダルト層の利用は伸びず、全国学力・学習状況調査 

においても読書の好きな子どもの割合が全国平均を下回り、読書離れは中学生のほうがより顕著な傾

向が見られます。 

また、「世界のバリアフリー絵本展＊」を開催するなど、障害のある子どものための読書支援に取り組

んできましたが、今後はさらにバリアフリー図書＊の収集や活用に努める必要があります。 

読書ボランティアの支援や人材育成については回数を増やして充実を図ってきましたが、今後もボ

ランティアとの連携をより強化するとともに、職員の継続した研鑚が必要です。 

（「参考資料１ 第２次枚方市子ども読書活動推進計画の成果（概要）」を参照） 
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３． 枚方市の小中学生への読書アンケートの結果分析 

 

 平成 28年６月に全 19中学校と小学校 19校(中学校区毎に１小学校を指定）において、読書アン

ケートを実施したところ、 読書が好きな子どもの割合は小学生 73％、中学生 63％でした。平成 28

年度の全国学力・学習状況調査でも「読書が好き」に「当てはまる」「どちらかというと当てはまる」と小

学生 71.8％、中学生 66.0％が回答しており、ほぼ一致した結果が見られますが、同調査の全国平

均は小学生 74.6％、中学生 69.9％であり、全国平均をやや下回る結果となっています。また、いわ

ゆる不読者＊（月に１冊も読まない）は、小学生 14％、中学生 30％で、平成 23年度の枚方市子ども

読書アンケート結果（小学生 16％、中学生 37％）と比較すると改善は見られるものの、全国平均の

小学生 4.0％、中学生 15.4％（平成 28年度「学校読書調査」/全国学校図書館協議会・毎日新聞

社）には及ばない結果となりました。 

市立図書館の利用においても、小学生の 70％が「市立図書館を利用している」と回答しているの

に比べ、中学生は 39％しか「利用している」と回答しておらず、学年が進むにつれて読書離れの傾

向があるといえます。 

読書冊数や読書時間等において学校図書館司書配置校区と未配置校区との顕著な差はありま

せんでした。しかし、中学生においては、「月１回以上学校図書館を利用している」との回答が、平成

26年度配置校区 40％に対し、平成 28年度配置校区で 25％、と未配置校区では 27％と未だ 20％

台にとどまっており、学校図書館司書を先行して２年間にわたって配置してきた効果が見受けられま

した。（詳しくは、「参考資料２ 小中学生への読書アンケート結果(概要)」を参照） 

 

 

第２章 計画の基本的な考え方  

１．目的 

乳幼児からヤングアダルトまでの読書推進に取り組んだ第２次計画の取り組みを継承し、さらなる

子どもの読書活動推進のため、障害の有無にかかわらず、すべての子どもが読書に親しむことがで

きる環境整備を図るために策定します。 

 

２． 目標及び評価指標 

生きる力を育むために読書は非常に有効な手段であり、すべての子どもと読書の楽しみを分かち

あうことをめざします。特に学齢期からヤングアダルト期においては、月に１冊以上本を読むことを目

標とします。評価指標として不読率を掲げ、不読率をゼロに近づけることをめざします。 

 

３． 基本方針  

 乳幼児期においては、読書の楽しみや喜びを伝えるとともに、言葉を獲得して知識を広げ、豊

かな感性や表現力、創造力を育むことをめざします。 
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 学齢期からヤングアダルト期においては、さらに読書を通じてさまざまな分野の知識や思想に触

れて豊かな人間性を養うとともに、あらゆる情報について自ら判断し、考察して、活用または表

現する能力の育成をめざします。 

 視覚障害、聴覚障害、知的障害、学習障害＊、ディスレクシア＊など、障害のある子どもたちを取

り巻く、読書に関する社会的障壁を取り除くように努めます。 

 経済格差やグローバル化の影響をうけるなど、特別なニーズのある子どもたちに読書を楽しむ

機会が提供できるように取り組みます。 

 これらの実現のためには枚方市の行政機関と教育機関が連携して、子どもたちが読書を楽しむ

機会をできるだけ多く創出することが重要です。そのため、市民協働体制を強化し、子ども読書

活動に携わるボランティアの育成支援にも努めます。 

 

４． 計画の期間 

平成 29（2017）年度から平成 33（2021）年度までの５年間とします。 

 

５. 計画の対象 

「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づき、おおむね 18歳以下の子どもとします。 

 

６．計画の進捗管理と評価 

「第４章 子ども読書活動推進のための課題と施策」に基づき、年度ごとに実施します。 

      なお、評価については、各施策の特性や目的に応じて、定量的評価とともに定性的評価も取り入れ

た評価を年度ごとに行い、第３章の課題別に集約します。 

 

第３章 具体的な施策の体系  

課題と成果をより関連づけるために、課題別体系とします。課題の概要は以下のとおりです。 

 

課題１．読書をとおして生きる力を育成 

  

「生きる力」とは、現行の学習指導要領によると「『知・徳・体』のバランスがとれ、身体的な機能だけで

なく、基礎的な知識・技能を習得し、それらを活用して、自ら考え、判断し、表現することにより、さまざま

な問題に積極的に対応し、解決する力」であり、｢自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる

心や感動する心などの豊かな人間性」を併せ持つものとされています。 

つまり、これからの社会を生きる子どもたちには、知識の集積だけではなく、それらを活用した考察力

や判断力の醸成、他者との協調やコミュニケーション能力の形成が必要とされています。 

「ユネスコ公共図書館宣言（1994年）」においても、個人の幸福は「十分に情報を得ている市民が、そ

の民主的権利を行使し、社会において積極的な役割を果たす能力によって、はじめて達成される。」と
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述べられています。民主的権利を行使するには「十分な教育が受けられ、知識、思想、文化および情報

に自由かつ無制限に接し得ること」が不可欠です。 

子どもが幅広い知識と豊かな人間性を身につけるには、学校教育だけでなく、地域や家庭で幼い頃

から読書の習慣を身につけることが重要と言えます。子どもの健やかな成長・発達の支援のために、周

囲の大人への働きかけが重要です。 

なお、学年が進むにつれて読書離れの傾向にあるため、第２次子ども読書活動推進計画を継承し、

ヤングアダルトの読書活動推進に特に重点的に取り組みます。 

 

課題２．読書のバリアフリー～すべての子どもたちに読書の楽しみを 

 

   平成 28年４月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下、「障害者差別解消法」

という。）が施行され、すべての障害者が等しく基本的人権を享受できるよう、行政機関等においても、で

きるかぎり社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮を行うことが義務づけられています。つま

り、子どもたちを取り巻く読書環境についても、社会的障壁を取り除くような配慮をすることが求められて

います。 

枚方市立図書館では従前から「対面読書」や「字幕付き映像」など、視聴覚障害者を対象としたサー

ビスに取り組んできました。また、保育所（園）、認定こども園、幼稚園、小中学校、留守家庭児童会室に

おいても、障害のある子どもたちが他の子どもたちと共に行動をする光景が見受けられます。 

今後はさらに身体障害だけでなく、知的障害、学習障害、ディスレクシアなどあらゆる障害のある子ど

もたちが読書に親しめるような環境整備に努め、読書のバリアフリーの必要性について広く周知していき

ます。 

また、経済格差の拡大による子どもの貧困が社会問題となっています。子どもの将来がその生まれ育

った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもへの読書活動支援にも取り組んで

いきます。さらに、グローバル化の進展に伴い、日本語を母語としない子どもなどにもあらたなアプローチ

を行うとともに、その周囲の子どもや大人の国際理解を促すような取り組みも行っていきます。 

 

課題３．子どもに本を届けるための推進体制 

 

   子どもに読書の楽しみを届けるためには、家庭、地域、学校といった生活のあらゆる場面での取り組み

が必要です。教育部門だけでなく、福祉部門など行政内部での連携を強化し、枚方市全体で子ども読

書活動推進に取り組みます。  

一方、枚方市では平成 28 年度より「子どもに本を届ける事業」として、広く市民によびかけて古書や寄

附金等の寄贈を受けて児童書の整備に充当しています。 

しかしながら、子どもに本を届けるためには、子どもと本の仲立ちをする大人が必要です。そのために

読書ボランティアの役割は非常に大きいと言えます。初心者を対象とした養成講座のほか、活動中の読

書ボランティアのさらなるスキルアップのための講座を開催するなど、継続的に読書ボランティアの育成・

支援に努めます。 
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また、読書ボランティアを育成・支援し、読書ボランティアと連携するには、職員の人材育成が欠かせ

ません。読書ボランティアと信頼関係を築くためにも職員には高度で幅広い知識が求められています。 

 

 

 

 

子ども読書活動推進のための課題と施策 

１．読書をとおして生きる力を育成 

２．読書のバリアフリー 

～すべての子どもたちに読書の楽しみを 

３．子どもに本を届けるための推進体制 

（１） はじめての本との出会い 

～乳幼児期の読書活動推進 

（２）豊かな心と考える力を育む～学齢期

からヤングアダルト期の読書活動推進 

（１） 障害等のある子どものための 

アプローチ 

 

（２）特別なニーズがある子どものための 

アプローチ 

（１）市民との協働 

（２）職員の人材育成 
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第４章 子ども読書活動推進のための課題と施策 

 課題を解決するための具体的な施策、取り組みの内容、評価指標、担当課等については、次のとおりです。 

 

課題１．読書をとおして生きる力を育成 

   

   図書資料を整備し、おはなし会や講演会などの行事を開催するなど読書への導入になるような働きか 

けを行います。また、家読（うちどく）＊やビブリオバトル＊の普及を図り、読書をとおして家族や友人とふれ

あう喜びを知ることにより、読書意欲の向上をめざします。 

 なお、年齢に応じた取り組みを推進するために、対象を大きく二つに分類し、絵本やわらべうたを通し 

て人とのふれあいを創出し、身近な言葉を学ぶとともにおはなしの世界を楽しみ想像力を広げる世代を 

０歳～６歳とします。学齢期からヤングアダルト層については、おおむね７歳～18歳とし、情報を蓄積し、

判断力や表現力、創造力を培う世代とします。 

 

（１）はじめての本との出会い～乳幼児期の読書活動推進 

体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 評価指標 担当課等 

１－（１）－① 

児童書および子ども

の読書に関する図書

資料を系統的に整備 

児童書および子どもの読書

に関する図書資料を系統的

に整備する。 

冊数、金額 

中央図書館 

子育て支援室 

教育指導課 

１－（１）－② 
【拡充】 

図書館利用の促進 

OSAKA PAGE ONEプロジェ

クト＊や家読（うちどく）の周知

を図り、図書館利用の促進

に努める。 

実利用者数 中央図書館 

１－（１）－③ 団体貸出の実施 

読書ボランティア団体および

保育所（園）、認定こども園や

幼稚園への団体貸出を実施

する。 

冊数、回数、団

体数 
中央図書館 

１－（１）－④ 
０・１・２歳児を対象とし

たおはなし会の実施 

わらべうたや手遊びなどを取

り入れた読み聞かせを定期

的に実施し、子どもに読書の

楽しさを伝えるとともに、周囲

の大人の関心を高める。 

開催回数、 

参加人数（保育

所・園等、幼稚

園除く） 

中央図書館 

保健センター 

子育て支援室 

１－（１）－⑤ 
幼児を対象としたおは

なし会の実施 

定期的に読み聞かせや手遊

びなどのおはなし会を実施

し、子どもに読書の楽しさを

伝えるとともに、周囲の大人

の関心を高める。 

開催回数、 

参加人数（保育

所/園等、幼稚

園除く） 

中央図書館 

保健センター 

子育て支援室 

教育指導課 

１－（１）－⑥ 
読書への導入になるよ

うな行事の実施 

季節の催しや「えほんのひろ

ば＊」などを開催し読書への

関心を高める。 

開催回数 

参加人数 

中央図書館 

子育て支援室 

教育指導課 
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体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 評価指標 担当課等 

１－（１）－⑦ 

「こどもの読書週間＊」

にあわせた行事の実

施 

「こどもの読書週間」にあわせ

て行事を実施し、子どもに読

書の楽しさを伝えるとともに、

子どもの読書に対する周囲

の大人の関心を高める。 

開催回数 

参加人数 

中央図書館 

子育て支援室 

教育指導課 

１－（１）－⑧ 

【拡充】 

枚方版ブックスタート

の充実 

１歳の誕生月の子どもを対象

に保育所（園）で読み聞かせ

を行い、絵本を１冊プレゼン

トする「枚方版ブックスタート」

を通して、子どもに絵本の楽

しさを伝えるとともに読書に

対する保護者の関心を高

め、参加比率の向上を図る。 

参加比率 

子育て支援室 

(保健センター) 

(中央図書館) 

１－（１）－⑨ 
母子保健事業におけ

る読書活動の推進 

母子保健事業の機会に絵本

の読み聞かせを行い、乳幼

児おすすめ絵本リーフレット

等を配布し、子どもに絵本の

楽しさを伝えるとともに読書

に対する保護者の関心を高

める。 

開催回数 

参加者数 
保健センター 

１－（１）－⑩ 
ふれあいルームの実

施 

本とふれあいながら親子の交

流を図る「ふれあいルーム」

を通して、子どもに絵本の楽

しさを伝えるとともに読書に

対する保護者の関心を高め

る。 

開催回数 

参加者数 
子育て支援室 

１－（１）－⑪ 

乳幼児期の読書に関

する講演会や講座の

実施 

乳幼児期の読書に関する講

演会や講座等を実施し、子

どもの読書に対する周囲の

大人の理解促進を図る。 

開催回数 

参加者数 

テーマ 

中央図書館 

子育て支援室 

１－（１）－⑫ 

家庭での読書活動推

進のための講座等の

実施 

妊娠期から就学前までの読

書について講座などの開催

や相談を行う。 

開催回数 

参加者数 

 

中央図書館 

保健センター 

子育て支援室 

１－（１）－⑬ ブックリストの作成配布 
年齢に応じたブックリストの作

成配布を行う。 

発行回数 

配布件数 

中央図書館 

子育て支援室 

１－（１）－⑭ 

【新規】 

保育士・幼稚園教諭と

の相互交流の実施 

子どもの読書に関する情報

交換を行う。 
実施回数 

中央図書館 
(子育て支援室) 

(教育指導課) 
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（２）豊かな心と考える力を育む～学齢期からヤングアダルト期の読書活動推進  

体系番号  具体的な施策  取り組みの方向 評価指標 担当課等 

１－（２）－① 
年齢に応じた図書資

料の整備と蔵書管理 

年齢に応じた図書資料の整

備と蔵書管理を行う。 
冊数と金額 

中央図書館 

教育指導課 

１－（２）－② 

【拡充】 

市立図書館利用の促

進 

OSAKA PAGE ONEプロジェ

クト＊や家読（うちどく）の周知

を図るとともに、小中学校入

学時に利用案内を配付し、

図書館利用を促進する。 

実利用者数、

貸出回数、 

貸出冊数 

中央図書館 

１－（２）－③ 
【拡充】 

学校図書館司書配置 

平成 30 年度に全 19 中学校

区の学校図書館に司書を配

置する。 

中学校区数 
教育指導課 

(中央図書館) 

１－（２）－④ 

【拡充】 

学校図書館機能の充

実 

学校図書館の円滑な運営と

充実を図る。 

貸出回数、冊

数、授業での

利用回数 

教育指導課 

(中央図書館) 

１－（２）－⑤ 

【拡充】 

市立図書館から学校

図書館への調べ学習

用図書の団体貸出の

充実 

学校図書館を支援するため

に調べ学習用図書の団体貸

出を継続し、内容について充

実を図る。 

貸出回数、貸

出冊数、校数 

学校図書館と

の協議回数 

中央図書館 

１－（２）－⑥ 

市立図書館から学校

図書館への読書支援

用図書の団体貸出の

実施 

学校図書館を支援するため

に、読書支援用図書の団体

貸出を継続実施する。 

貸出回数、貸

出冊数、校数 
中央図書館 

１－（２）－⑦ 

市立図書館から学校

図書館への団体貸出

図書の搬送サービス

の実施 

１－（２）－⑤および⑥に関し

て団体貸出図書の搬送サー

ビスを実施する。 

貸出回数、貸

出冊数 
中央図書館 

１－（２）－⑧ 朝の読書活動の実施 

児童生徒の読書時間を確保

するため、朝の読書活動を実

施する 

実施校数 教育指導課 

１－（２）－⑨ 
学校図書館を活用し

た授業の実施 

児童生徒が思考力、判断

力、表現力を育成するため

年１回以上調べ学習授業を

実施する。 

実施回数 教育指導課 

１－（２）－⑩ 
学校でのおはなし会

等の実施 

子どもと本をつなぐために、

「読み聞かせ」や「ストーリー

テリング＊」、「ブックトーク＊」、

「えほんのひろば」などを実

施する。 

実施回数 教育指導課 

１－（２）－⑪ 
施設でのおはなし会

等の実施 

子どもと本をつなぐために、

「読み聞かせ」や「ストーリー

テリング」、「えほんのひろば」

などを実施する。 

開催回数 

参加人数（学校

を除く） 

中央図書館 
子ども青少年課 

放課後子ども課 
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体系番号  具体的な施策  取り組みの方向 評価指標 担当課等 

１－（２）－⑫ 

【新規】 

中学校でのビブリオバ

トルの実施 

表現力やコミュニケーション

力を養うため「ビブリオバト

ル」を実施する。 

開催校数、開

催回数 
教育指導課 

１－（２）－⑬ 
「こどもの読書週間」に

あわせた行事の実施 

「こどもの読書週間」にあわせ

て行事を実施し、子どもに読

書の楽しさを伝えるとともに、

子どもの読書に対する周囲

の大人の関心を高める。 

開催回数 

参加人数（学校

を除く） 

中央図書館 

教育指導課 
放課後子ども課 

１－（２）－⑭ 

読書への導入や促進

になるような行事の実

施 

ビブリオバトル、朗読大会、調べ

学習コンクールや各種ワークシ

ョップなどを実施する。 

開催回数 

参加人数（学校

を除く） 

中央図書館 

教育指導課 

１－（２）－⑮ 図書館だよりの発行 
児童・生徒を対象としたもの

を発行する。 
年間発行回数 

中央図書館 

教育指導課 

１－（２）－⑯ 
おすすめ本リストの発

行 

対象別（小学生・中高生）に

おすすめ本リストを発行す

る。 

年間発行回数 中央図書館 

１－（２）－⑰ 
私立小中学校や公私

立高等学校との連携 

団体貸出制度の周知に努め

るとともにブックリストや行事

のチラシの配付協力を求め

る。 

団体貸出実施

回数、冊数 

ブックリストや行

事の周知回数 

中央図書館 

 

課題２．読書のバリアフリー～すべての子どもたちに読書の楽しみを 

 

   障害等のある子どものためのアプローチと経済格差やグローバル化の進展による特別なニーズのある

子どものためのアプローチの２系統とし、事業の必要性について広く周知に努め、その周囲の子どもや

大人の理解を促進していきます。 

 

（１）障害等のある子どものためのアプローチ 

体系番号  具体的な施策  取り組みの方向 評価指標 担当課等 

２－（１）－① 
＊１－（１）－①、１

－（２）－①と関連 

多様な形態の図書資

料の整備 

多様な形態の図書資料の整

備を図る。 

冊数と金額 

貸出回数、貸出

冊数 

中央図書館 

２－（１）－② 
手話で楽しむおはな

し会の開催 

定期的に手話での絵本の読

み聞かせを行う。 

開催回数 

参加人数 
中央図書館 

２－（１）－③ 病院への配本事業 

市立ひらかた病院のほか、

院内学級へ定期的に配本を

行う。 

実施回数 

 
中央図書館 

２－（１）－④ 
病院でのおはなし会

の開催 

市立ひらかた病院のほか、

院内学級で定期的におはな

し会を行う。 

開催回数 

参加人数 
中央図書館 
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体系番号  具体的な施策  取り組みの方向 評価指標 担当課等 

２－（１）－⑤ 

【新規】 

障害児福祉サービス

事業所や支援学級の

図書館利用の促進 

図書館利用について周知を

図り、定期的な利用を促進

する。 

来館回数 

貸出回数 

貸出冊数 

中央図書館 

２－（１）－⑥ 啓発事業の実施 

「世界のバリアフリー絵本展」

の開催など、読書のバリアフ

リーの周知に努める。 

開催回数 

参加人数 
中央図書館 

 

（２）特別なニーズがある子どものためのアプローチ 

体系番号  具体的な施策  取り組みの方向 評価指標 担当課等 

２－（２）－① 
＊１－（２）－②と

関連 

図書館利用の促進 
小中学校入学時に図書館

利用案内を配付する。 
配付枚数 

中央図書館 

（教育指導課） 

２－（２）－② 
＊１－（２）と関連 

図書館行事への参加

促進 

図書館行事の案内を配付す

る。 
配付枚数 

中央図書館 

（教育指導課） 

２－（２）－③ 
＊１と関連 

地域や小学校でのお

はなし会の実施 

保育所（園）、小学校、留守

家庭児童会室で「えほんの

ひろば」やおはなし会を実施

する。 

開催回数、参

加人数（学校を

除く） 

中央図書館 

子育て支援室 

教育指導課 
放課後子ども課 

２－（２）－④ 
＊１－（１）－①、１

－（２）－①と関連 

多言語の絵本等の整

備 

英語だけでなく、住民のニー

ズに応じた多言語の絵本等

の整備に努める。 

蔵書冊数、言

語数 
中央図書館 

２－（２）－⑤ 
多言語で楽しむおは

なし会の定例開催 

すべての子どもたちを対象

に多言語で楽しむおはなし

会を実施し、絵本をとおして

国際理解を深める。 

開催回数 

参加人数 
中央図書館 

 

課題３．子どもに本を届けるための推進体制 

 

   子どもと本の仲立ちをする市民ボランティアの育成支援を行うとともに、協働体制の強化をめざします。

また、市民ボランティアとともに歩む職員の人材育成をめざします。 

 

（１）市民との協働 

体系番号  具体的な施策  取り組みの方向 評価指標 担当課等 

３－（１）－① 

【新規】 

子どもに本を届ける事

業 

市民の古書を譲り受け、売

却益等により、児童書の整

備をする。 

寄付件数、金

額、購入冊数 
中央図書館 
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体系番号  具体的な施策  取り組みの方向 評価指標 担当課等 

３－（１）－② 

読書ボランティア養成

講座・スキルアップ講

座の実施 

読書ボランティア養成のた

め、定期的に読み聞かせや

ストーリーテリングなどの子ど

もの読書に関する講座を実

施する。 

開催回数 

参加人数 

 

中央図書館 

３－（１）－③
＊１－（１）－①、１

－（２）－①と関連 

子どもの読書に関する

市立図書館資料の充

実 

読書ボランティア活動の参

考になるような図書資料を整

備する 

蔵書冊数 中央図書館 

３－（１）－④ 
読書ボランティア交流

会の実施 

読書ボランティア同士の情

報交換の場として交流会を

定期的に開催し、活動充実

への支援を図る。 

開催回数 

参加人数 
中央図書館 

３－（１）－⑤ 

読書ボランティアによる

夏休みおはなし会の

開催 

夏休み期間に図書館主催

でボランティアによるおはな

し会を開催する。 

開催回数 

参加人数 
中央図書館 

３－（１）－⑥ 

読書ボランティアによる

おはなし会などの協働

開催 

施設内において、読書ボラ

ンティアによるおはなし会を

協働開催する。 

施設内でのお

はなし会開催

回数、参加人

数 

中央図書館 

教育指導課 

３－（１）－⑦ 
市立図書館資料の団

体貸出の実施 

おはなし会などに必要な図

書館資料の団体貸出を行

い、読書ボランティアの自主

的な活動を支援する。 

貸出団体数 

貸出冊数 
中央図書館 

３－（１）－⑧ 
＊１－（１）－⑬、１

－（２）－⑯と関連 

図書に関する情報提

供 

おはなし会などの活動の充

実に向けて、「おすすめ本リ

スト」の配布や読書相談など

を行う。 

図書館だより、

おすすめ本リス

ト発行件数 

中央図書館 

 

（２）職員の人材育成 

体系番号  具体的な施策  取り組みの方向 評価指標 担当課等 

３－（２）－① 

子どもと本を結ぶ技

術・知識の習得と向上

に関する研修の実施 

図書館職員、保育士、保育

教諭、小中学校教員、幼稚

園教員、放課後児童支援員

に対して、「えほんのひろ

ば」、「読み聞かせ」、「ストー

リーテリング」、「ブックトー

ク」、「ビブリオバトル」など、

読書を喚起するような行事

について研修を行う。 

開催回数 

参加人数 

中央図書館 

子育て支援室 

教育指導課 

教育研修課 
放課後子ども課 
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体系番号  具体的な施策  取り組みの方向 評価指標 担当課等 

３－（２）－② 
子どもの本の選書に関

する研修の実施 

図書館職員、保育士、保育

教諭、小中学校教員、幼稚

園教員、学校図書館司書、

放課後児童支援員に対し

て、新刊を含めた出版状況

や児童書の選び方などにつ

いて研修を行う。 

開催回数 

参加人数 

中央図書館 

子育て支援室 

教育指導課 

教育研修課 
放課後子ども課 

３－（２）－③ 

子どもの発達段階と読

書に関する研修の実

施 

図書館職員、放課後児童支

援員に対して、子どもの発

達段階に応じた読書につい

て研修を行う。 

開催回数 

参加人数 
中央図書館 
放課後子ども課 

３－（２）－④ 

学校図書館の役割と

活用に関する研修の

実施 

小中学校教員、学校図書館

司書に対して、学校図書館

のあり方や学校図書館の機

能充実について研修を行

う。 

開催回数 

参加人数 

教育指導課 

教育研修課 

３－（２）－⑤ 

学校図書館を活用し

た授業実践に関する

研修の実施 

小中学校教員、学校図書館

司書に対して、学校図書館

を活用した授業実践につい

て研修を行う。 

開催回数 

参加人数 

教育指導課 

教育研修課 



13 
 

参考資料 １ 第２次枚方市子ども読書活動推進計画の成果（概要）  

１.   市立図書館における子ども読書活動推進 
 

課題（１）  市立図書館資料の計画的な整備   

体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 担 当 課 

（関係課） 

１-(1)-① 

児童書および子ど

もの読書に関する

市立図書館資料の

整備 

枚方市立図書館

蔵書計画に基づ

き、児童書および

子どもの読書に

関する市立図書

館資料を計画的

かつ系統的に整

備する。 

団体貸出図書 4,092冊 

乳幼児むけ図書 14,459冊 

ヤングアダルト図書 5,289冊 

その他 20,705冊 

合計 44,545冊 

＊平成 25年度から全館でヤングアダル

ト図書整備に取り組んだ。 

中央図書館 

１-(1)-② 児童書の充実 

枚方市立図書館

資料選書基準等

に基づき、児童書

の充実を図る。 

児童選書会議を年間延べ 50回行い、

購入した。 

文学 13,712冊、 

絵本 18,373冊、 

その他 12,460冊、 

合計 44,545冊 

＊平成 25年度から全館でヤングアダル

ト図書整備に取り組んだ。 

中央図書館 

 

課題（２）  読書に親しむ機会の提供   

体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 担 当 課 

（関係課） 

１-(2)-① 

乳幼児を対象とし

たおはなし会の実

施  

（対象：０～２歳児） 

中央図書館およ

び地域の図書館

や分室において、

年間を通して乳

幼児を対象とした

おはなし会を定

例で実施し、子ど

もに読書の楽しさ

を伝えるとともに、

乳幼児期からの

読書に対する周

囲の大人の関心

を高める。 

定例開催 

４館７分室 

延べ 940回実施、 

参加：子ども 4,327人、大人 3,994人、

合計 8,321人 

中央図書館 
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体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 担 当 課 

（関係課） 

１-(2)-② 

幼児から小学生を

対象としたおはなし

会の実施  

（対象：３歳児以上） 

中央図書館およ

び地域の図書館

や分室において、

年間を通して幼

児から小学生を

対象としたおはな

し会を定例で実

施し、子どもに読

書の楽しさを伝え

るとともに、子ども

の読書に対する

周囲の大人の関

心を高める。 

■定例おはなし会 

８館 11分室 

延べ回 5,371実施 

参加：子ども 20,427人、大人 7,064人、

合計 27,491人 

■定例歌と音楽のおはなし会 １館 

延べ 34回実施 

参加：子ども 1,136人、大人 949人、合

計 2,085人 

中央図書館 

１-(2)-③ 

子どもの利用促進

を目的とした行事

の実施 

定例のおはなし

会以外に、中央

図書館および地

域の図書館や分

室において、講演

会・ワークショッ

プ・工作教室・スト

ーリーテリングな

どを実施し、子ど

もに読書の楽しさ

を伝えるとともに、

子どもの読書に

対する周囲の大

人の関心を高め、

子どもの利用促

進を図る。 

■秋の読書週間(平成 25年度～実施） 

おはなし会など延べ 260回実施 

参加：子ども 1,724人、大人 953人、合

計 2,677人 

■としょかんスタンプらりー（26年度～27

年度） 

参加：子ども 10,446人 

■学休期など 

延べ 1,223回実施 

参加：子ども 23,022人、大人 11,241

人、合計 34,263人 

中央図書館 

１-(2)-④ 

「こどもの読書週

間」に合わせた行

事の実施 

「こどもの読書週

間」に合わせ、中

央図書館および

地域の図書館や

分室において催

しを実施し、子ど

もに読書の楽しさ

を伝えるとともに、

子どもの読書に

対する周囲の大

人の関心を高め

る。 

■「ひらかた絵本まつり」 

延べ 251回実施 

参加：子ども 5,719人、大人 3,090人、

合計 8,809人 

内容：読み聞かせや鯉のぼり探しゲーム

など 

■大阪美術学校卒業「山中冬児の絵本

原画展」（平成 26年度） 

参加：子ども 183人、大人 645人、合計

828人 

■「ボローニャ国際絵本原画展入選記念 

たけうちちひろ絵本原画展」（平成 28年

度） 

参加：子ども 411人、大人 679人、合計

1,090人 

中央図書館 
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体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 担 当 課 

（関係課） 

１-(2)-⑤ 

子どもを対象とした

図書館だよりなどの

配布 

中央図書館およ

び地域の図書館

や分室において、

図書館職員が薦

める図書や新刊

図書を掲載した

子ども対象の図

書館だより・ブック

リストを作成・配布

し、子どもの読書

意欲の喚起を図

る。 

年間延べ 214回発行 

66,948部配布 
中央図書館 

 

課題（３）  読書に障害のある子どものための条件整備 

体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 担 当 課 
（関係課） 

１-(3)-① 

多様な形式の市立

図書館資料の充実 

＊1-(1)-①・1-(1)-

②と関連 

枚方市立図書館

蔵書計画および

枚方市立図書館

資料選書基準等

に基づき、漫画・

点字資料・大活

字資料・デイジー

（音声デイジー・

マルチメディアデ

イジー）＊資料な

ど、障害の有無に

関わらず情報を

得ることができる

多様な形式の市

立図書館資料の

充実を図る。 

 

■（受入数） 

大活字資料 1,215冊、 

デイジー481冊、 

点字 24冊 

手話・字幕付 DVD 25冊、 

漫画 13,052冊、 

合計 14,797冊 

■（蔵書数）     

大活字資料 7,349冊、 

デイジー1,271冊、 

テープ 1,435冊、 

点字 3,989冊、 

手話・字幕付 DVD 84冊、 

手話・字幕付ビデオ３冊、 

漫画 55,344冊、 

合計 69,475冊 

■「世界のバリアフリー絵本展」 

平成 24年度、26年度、28年度に開催

した。 

参加：子ども 919人、大人 1,160人、 

合計 2,079人 

中央図書館 
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体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 担 当 課 
（関係課） 

１-(3)-② 

日本語を母語とし

ない子どもへの読

書支援の実施  

枚方市立図書館

蔵書計画および

枚方市立図書館

資料選書基準等

に基づき、外国語

で書かれた市立

図書館資料の充

実を図るとともに、

多文化理解促進

に向けた取り組み

を実施する。 

多言語で楽しむおはなし会 

平成 24，26，27，28年度実施 

子ども 424人、大人 407人、合計 831人 

中央図書館 

１-(3)-③ 
手話でたのしむお

はなし会の実施  

手話による絵本の

読み聞かせを中

心にしたおはなし

会を年間を通して

定例で実施し、聴

覚障害を持つ子

どもへの読書活

動推進および聴

覚障害に対する

理解促進を図る。 

第４土曜日に中央図書館で定例開催し

た。 

平成 27年，28年度には津田図書館で

も開催した。 

延べ 75回 

子ども 882人、大人 466人、合計 1,348

人 

中央図書館 

１-(3)-④ 
病院内でのおはな

し会の実施  

自動車文庫によ

る病院での訪問

おはなし会を年

間を通して実施

し、市立図書館へ

の来館が困難な

子どもへの読書

活動推進を図る。 

自動車文庫事業の見直しにより実施しな

かった。 
中央図書館 

 

課題（４） ヤングアダルト層の利用促進  

体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 担 当 課 
（関係課） 

１-(4)-① 

★ヤングアダルト層

を対象とした市立

図書館資料の充実 

＊1-(1)-①・1-(1)-

②と関連 

枚方市立図書館

蔵書計画および枚

方市立図書館資

料選書基準等に

基づき、ヤングア

ダルト層を対象とし

た市立図書館資

料の充実を図る。 

全館に「ティーンズコーナー」を設置し、

ヤングアダルト図書を新たに購入した。 

文学 3,349冊、絵本 405冊、その他

2,722冊、合計 6,476冊 

中央図書館 

★は特に重点的に取り組んだ事業
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体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 担 当 課 
（関係課） 

１-(4)-② 

★ヤングアダルト層

を対象とした行事

の実施  ＊ 1-(2)-

③と関連 

中央図書館およ

び地域の図書館

や分室において、

ワークショップや

読書会など、ヤン

グアダルト層に読

書の楽しさを伝え

る催しを実施し、

利用促進を図る。 

■朗読大会（平成 24年度は暗唱大会と

して実施） 

延べ５回開催 

中学生 32人出場 

（人数は 1-(2)-3に含む） 

■「中学生の調べ学習コンクール」 

延べ５回開催 

出展：1,103人 

参加：2,937人 

■中高生の課外授業 

参加：子ども 923人、大人 1,673人、合

計 2,596人 

■「中学生のビブリオバトル（知的書評合

戦）」（平成 27年度より実施） 

参加：145人 

中央図書館 

１-(4)-③ 

★ヤングアダルト層

を対象としたブック

リストの配布 ＊1-

(2)-⑤と関連 

ヤングアダルト層

を対象とした市立

図書館職員が薦

める図書のリスト

を作成・配布し、

ヤングアダルト層

の読書意欲の喚

起を図る。 

年１回、ヤングアダルト向けブックリストを

発行した。特に平成 27年、28年度は全

中学生に配布した。 

延べ 32,300部 

中央図書館 

（教育指導

課） 

１-(4)-④ 

中学校・高等学校

図書担当者との情

報交換 

市内の中学校お

よび高等学校の

図書担当者との

情報交換を行い、

ヤングアダルト層

の読書活動推進

を図る。 

平成 26 年度に中央図書館に学校図書

館支援グループを新設し、市立３中学校

区に学校図書館司書を配置した。平成

28 年度には市立 10 中学校区に学校図

書館司書を配置した。司書教諭研修等

で、司書教諭や学校図書館司書に学校

図書館整備や調べ学習に関する情報提

供を行った。 

中央図書館 

（教育指導

課） 

★は特に重点的に取り組んだ事業
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課題（５）  学校図書館との連携  

体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 担 当 課 
（関係課） 

１-(5)-① 
★学校図書館整備

への支援 

学校図書館の整

備にあたって必

要な情報提供を

行う。 

■教育指導課の事業計画「学校図書館

教育充実事業」と連携し、中央図書館か

ら実践研究校区 10中学校へ学校司書

として任期付職員を派遣するとともに、中

央図書館に学校図書館支援グループを

新設して、学校図書館整備への支援を

行った。 

■市立小中学校の学校図書館の蔵書の

データベース化と市立図書館とのオンラ

イン化に向け、教育指導課を含む関係

課との協議を 45回行った。 

中央図書館 

（教育指導

課） 

１-(5)-② 
★市立図書館資料

の団体貸出の実施 

学校図書館機能

の補完的役割とし

て市立図書館資

料の団体貸出を

行い、教科・総合

的な学習の時間

における調べ学

習や朝の読書活

動などの実施を

支援する。 

■読書支援                      

延べ 112小学校、67,210冊 

平成 26年度から学校への団体貸出図

書配本サービスを開始した。                 

■調べ学習 

小学校延べ 138校、             

中学校延べ 141校、延べ合計 17,638

冊 

中央図書館 

（教育指導

課） 

１-(5)-③ 
★図書に関する情

報提供 

学校図書館資料

選定に向けた情

報提供や市立図

書館職員が薦め

る図書リストの配

布など、学校図書

館資料の充実に

向けた支援を行

う。 

小学校教諭研修会にて、小学生向けの

おすすめ本リストの配布、全公私立中学

校に中学生向けおすすめ本リストの配布

を行った。 

中央図書館 

（教育指導

課） 

１-(5)-④ 
学校訪問（おはな

し会等）の実施 

市立図書館職員

が学校を訪問し、

おはなし会やブッ

クトークなどを通し

て子どもに読書の

楽しさを伝えると

ともに、子どもの

読書環境整備に

対する教諭の関

心を高める。 

希望する小学校に年１回実施した。 

延べ 77小学校、77回実施 

中央図書館 

（教育指導

課） 

★は特に重点的に取り組んだ事業 
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体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 担 当 課 
（関係課） 

１-(5)-⑤ 
市立図書館見学の

受け入れ 

児童・生徒・教諭

に対して市立図

書館の役割や使

い方などを説明

し、読書への関心

を高めるとともに

市立図書館への

理解を促す。 

年１回、希望する小学校の見学を受け入

れた。 

延べ 52小学校、52回 

中央図書館 

（教育指導

課） 

 

課題（６）  読書ボランティアへの支援 

体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 担 当 課 
（関係課） 

１-(6)-① 

読書ボランティア養

成講座・スキルアッ

プ講座の実施 

地域で自主的に

活動する読書ボ

ランティアの育成

および支援のた

め、定期的に読

み聞かせやストー

リーテリングなど

の子どもの読書に

関する講座を実

施する。 

読み聞かせやストーリーテリングなどにつ

いてボランティア養成講座を実施した。 

■入門講座 

延べ６回、2,291人（実践発表会の観客

含む） 

■スキルアップ講座 

延べ８回、372人 

中央図書館 

１-(6)-② 

子どもの読書に関

する市立図書館資

料の充実  ＊ 1-

(1)-①と関連 

枚方市立図書館

蔵書計画および

枚方市立図書館

資料選書基準等

に基づき、子ども

の読書に関する

市立図書館資料

の充実を図る。 

ボランティア支援図書 3,370冊購入 中央図書館 

１-(6)-③ 
読書ボランティア交

流会の実施 

情報交換の場とし

て、市内で活動

する読書ボランテ

ィアの交流会を定

期的に開催し、活

動の充実への支

援を図る。 

年１回、交流会を開催し情報交換を行っ

た。 

延べ５回、211人 

中央図書館 
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体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 
担 当 課 

（関係課） 

１-(6)-④ 

読書ボランティアに

よるおはなし会など

の実施への支援 

活動内容への助

言など、読書ボラ

ンティアが自主的

におはなし会など

を実施するための

支援を行う。 

■「ひらかた読書ボランティアのなつや

すみおはなし会」 

出演：延べ 70団体 

参加：子ども 1,595人、大人 934人、合

計 2,529人 

 

■「ボランティアによるおはなし会」に会

場提供 

回数：延べ 806回 

出演：61団体 

参加：子ども 4,877人、大人 3,224人、 

合計 8,101人 

中央図書館 

１-(6)-⑤ 
市立図書館資料の

団体貸出の実施 

おはなし会などの

活動に必要な市

立図書館資料の

団体貸出を行い、

読書ボランティア

の自主的な活動

を支援する。 

延べ 1,144団体、252,473冊貸出実施 中央図書館 

１-(6)-⑥ 
図書に関する情報

提供 

おはなし会などの

活動の充実に向

けて、市立図書

館職員が薦める

図書リストの配布

や読書相談など

を行う。 

おすすめ本リスト３種（ブックスタート、幼

児から小学生、中高生向け）を配布 
中央図書館 

 

２.   保育所（園）・幼稚園における子ども読書活動推進 
 

課題（１）  読書に親しむ機会の提供 

体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 
担 当 課 

（関係課） 

２-(1)-① 

年齢に合わせた絵

本の読み聞かせな

どの実施 

子どもの発達段

階に応じた絵本

の読み聞かせな

どを通して、子ど

もに読書の楽しさ

を伝えるとともに、

読書に対する子

どもの関心を高め

る。 

年齢、発達にあった絵本を選択し、子ど

もの状態に合わせた読み聞かせを行う。

子どもが選びやすいように、年齢にあわ

せて、置く位置(高さ）を検討した。 

子育て支援

室 

市内全 11園において、幼稚園教諭等に

よる読み聞かせなどを実施した。 

（平成 27年度以降は７園で実施） 

教育指導課 
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体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 
担 当 課 

（関係課） 

２-(1)-② 
子どもの読書に関

する行事の実施 

子どもおよび子ど

もに関わる大人に

対して読書の楽し

さや大切さを伝え

るための催しを実

施する。 

■地域の保護者を対象に読み聞かせ等

の研修を地域支援センターで実施。 

参加：延べ 1,760人 

■保育者対象研修を各園１～２回行っ

た。 

子育て支援

室 

市内全 11園において、社会人活用事

業の活用等により、地域人材や PTAの

協力で読み聞かせやストーリーテリング

等を実施した。（平成 27年度以降７園） 

教育指導課 

２-(1)-③ 

「こどもの読書週

間」に合わせた取り

組みの実施 

「こどもの読書週

間」の周知に努

め、子どもに読書

の楽しさを伝える

とともに、子どもの

読書に対する周

囲の大人の関心

を高める。 

日常的に絵本に触れる機会を作った。

(絵本の貸出日（各園・週１回）、図書館

利用日（利用園は週１回）、保護者会の

図書委員会に参加（各園・年間３～５回）

し、図書の充実等保護者と検討した。 

子育て支援

室 

登園時・降園時に直接保護者に伝えた

り、ポスター等の掲示物により、「こどもの

読書週間」について周知。（全 11園、平

成 27年度から全７園） 

教育指導課 

          

課題（２）  図書、施設等の整備 

体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 
担 当 課 
（関係課） 

２-(2)-① 
絵本コーナーの運

営 

絵本の充実など

を継続的に進め、

子どもが本とふれ

あう機会の拡充を

図る。 

子ども、保護者、地域の親子に対して、

選びやすく見やすい環境設定を工夫し、

貸出を行った。 

子育て支援

室 

絵本コーナーを設置の上、読み聞かせ

等、継続的に取り組んだ。（全 11 園、平

成 27年度から全７園） 

教育指導課 

３.   学校における子ども読書活動推進 
  

課題（１）  学校図書館の計画的な整備  

体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 
担 当 課 
（関係課） 

３-(1)-① 
★学校図書館資料

の充実 

学校図書館図書

標準＊に基づき、

学校図書館資料

の充実を図る。 

学校規模に応じて図書整備を行った。 

小学校  延べ約 166,149千円 

中学校  延べ約 103,916千円 

幼稚園  延べ約 3,061千円 

合計   延べ約 273,126千円 

教育指導課 

★は特に重点的に取り組んだ事業
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課題（２）  学校教育における読書指導の充実  

体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 
担 当 課 
（関係課） 

３-(2)-① 

★学校図書館を利

用した学校教育の

充実 

学校図書館を活

用し、教科や総合

的な学習の時間

における調べ学

習の推進を図る。 

教科や総合的な学習の時間における調

べ学習等で活用した。 
教育指導課 

  
課題（３）  読書に親しむ機会の提供 

体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 
担 当 課 
（関係課） 

３-(3)-① 
朝の読書活動の実

施 

朝の読書活動を

継続して実施する

ことによって、子ど

もに読書の習慣

づけを行う。 

一斉読書も含め、市内全小中学校で実

施した。 
教育指導課 

３-(3)-② 
読み聞かせなどの

実施 

絵本の読み聞か

せなどを通して、

子どもに読書の

楽しさを伝える。 

地域人材等の活用による読み聞かせな

どを実施した。延べ 200小学校、16中学

校。 

教育指導課 

３-(3)-③ 

児童・生徒を対象と

した図書だよりなど

の配布 

推薦図書などを

掲載した子ども対

象の図書館だより

などを作成・配布

し、子どもの読書

意欲の喚起を図

る。 

図書館だよりを作成配布した。 

延べ 159小学校 

延べ 94中学校 

教育指導課 

３-(3)-④ 

「こどもの読書週

間」に合わせた取り

組みの実施 

「こどもの読書週

間」の周知に努

め、子どもに読書

の楽しさを伝える

とともに、子どもの

読書に対する周

囲の大人の関心

を高める。 

図書館だよりや学校だより、掲示物等に

より、「こどもの読書週間」について周知。

（全小中学校） 

教育指導課 

★は特に重点的に取り組んだ事業
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課題（４） 児童・生徒の自主的活動の促進 

体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 
担 当 課 
（関係課） 

３-(4)-① 
図書委員会活動の

推進 

図書委員会活動

を通して、読書に

関する児童・生徒

の自主的な取り

組みを促進し、読

書に対する子ども

の関心を高める。 

全小中学校で図書委員会を組織し、読

書活動の推進を図った。 
教育指導課 

 

 

４.   地域・家庭における子ども読書活動推進 
 

課題（１）  読書に関する理解の促進  

体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 
担 当 課 
（関係課） 

４-(1)-① 
枚方版ブックスター

トの実施 

１歳の誕生日月

の子どもを対象

に、保育所（園）

で絵本の読み聞

かせを行い、絵本

を１冊プレゼント

する「枚方版ブッ

クスタート」を通し

て、子どもに絵本

の楽しさを伝える

とともに読書に対

する保護者の関

心を高める。 

市内 55か所（平成 27年度以前は 56か

所）の保育所(園）で実施した。 

延べ参加者数 11,269人 

子育て支援

室 
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体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 
担 当 課 
（関係課） 

４-(1)-② 

母子保健事業＊に

おける読書活動の

推進 

母子保健事業の

あらゆる機会に、

絵本の読み聞か

せ等を行うととも

に、乳幼児おす

すめ絵本リーフレ

ット等を配布し、

子どもの読書活

動の基盤づくりを

図る。 

■「すくすく子育て手帖」を配付（妊娠届

出数 12,758件） 

■マタニティスクールにて保育士による

絵本の読み聞かせ体験を実施（参加人

数 620人） 

■ブックスタート用のおすすめ本リストを

４か月児健診受診者に配付（４か月児健

診受診者数 14,939人） 

■乳幼児健診時の待合室に絵本を設置

（乳幼児健診開催回数 880回） 

■１歳６か月児健診、２歳６か月児歯科

健診、３歳６か月児健診において、保育

士による絵本の読み聞かせや手遊びを

実施（年間 647回） 

■生涯学習市民センター等で実施して

いる乳幼児健康相談の来所者に、同日

に開催している図書館のお話し会（蹉跎

図書館）への参加を勧奨（年間９回）（平

成 24年度のみ実施） 

■生涯学習市民センター等で実施して

いる乳幼児健康相談にて、図書館職員

がブックスタート用絵本等の紹介や PR

を実施。（乳幼児健康相談利用者数

3,147人） 

■子育て講演会にて絵本講師が絵本の

大切さを伝えながら絵本の紹介（参加人

数 88人）（平成 24、25年度のみ実施） 

保健センター 

４-(1)-③ 

留守家庭児童会室

における読書活動

の推進 

入室児童への読

み聞かせや市立

図書館への訪問

などを実施し、子

どもが本に触れる

機会を増やす。 

留守家庭児童会室において、読み聞か

せを延べ 53回実施した。 
放課後子ど

も課 

４-(1)-④ 
ふれあいルームの

実施 

本とふれあいなが

ら親子の交流を

図る「ふれあいル

ーム」を通して、

子どもに絵本の

楽しさを伝えると

ともに読書に対す

る保護者の関心

を高める。 

図書館等８か所で 10市民団体が、絵本

の読み聞かせや紙芝居、手遊びなどを

実施し、子育て親子の絵本への関心を

高めている。 

参加人数、延べ 69,318人、 

開設日数、延べ 1,716日 

子育て支援

室 

(中央図書

館) 

（文化生涯

学習室 
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体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 
担 当 課 
（関係課） 

４-(1)-⑤ 

子どもの読書に関

する講演会や講座

の実施＊1-(2)-③・

1-(6)-①・2-(1)-②

と関連 

子どもの読書に

関する講演会や

講座などを実施

し、子どもの読書

に対する周囲の

大人の理解促進

を図る。 

講師を招き保護者、地域の親向けの研

修を開催。絵本の大切さを伝えた。親子

で楽しめる絵本の取り組みとして、読み

聞かせ等のミニ講座を日常的に行った。 

子育て支援

室 

 

５.   子ども読書活動推進にかかわる人材の育成 
 

課題（１）  市立図書館における人材の育成 

体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 
担 当 課 
（関係課） 

5-(1)-① 

★あらゆる子どもに

読書の楽しさを伝

える技術について 

職員を対象に、読

み聞かせ・ストーリ

ーテリング・ブック

トークなど、子ども

に読書の楽しさを

伝える技術につ

いて研修を実施

する。 

■平成 24年度 

「ストーリーテリングについて」参加：11人 

■平成 25年度 

「手あそびとわらべうたについて」参加：

39人 

■平成 26年度 

「読み聞かせについて」 

参加：14人 

「えほんのひろばについて」参加：14人 

「ブックトークについて」参加 40人 

「ビブリオバトルについて」参加：26人 

「学校司書による活動報告会」参加：83

人 

■平成 27年度 

「読み聞かせについて」参加：32人 

「ストーリーテリングについて」参加：26人 

「ダンボール製面展台製作について」参

加：９人 

■平成 28年度 

「読み聞かせについて」参加：26人 

「ブックトークについて」参加：32人 

中央図書館 

  

★は特に重点的に取り組んだ事業 
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体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 
担 当 課 
（関係課） 

5-(1)-② 
★子どもの本につ

いて 

職員を対象に、新

刊を含めた出版

状況や児童書の

選び方などにつ

いて研修を実施

する。 

■平成 24年度 

「児童書の選書について」参加：22人 

■平成 25年度 

「おはなし会の絵本について」参加：30

人 

「児童文学について」参加：11人 

■平成 26年度 

「読み聞かせについて」参加：14人 

「えほんのひろばについて」参加：14人 

■平成 27年度 

「読み聞かせについて」参加：32人 

「ストーリーテリングについて」参加：26人 

「ダンボール製面展台製作について」参

加：９人 

■平成 28年度 

「読み聞かせについて」参加：26人 

「ブックトークについて」参加：32人 

中央図書館 

 

5-(1)-③ 
★子どもの発達段

階と読書について 

職員を対象に、子

どもの発達段階

に応じた読書に

ついて研修を実

施する。 

「中高生を対象とした選書について」年１

回実施した。 

■平成 24年度 参加：40人 

■平成 25年度 参加：40人 

■平成 26年度 参加：41人 

■平成 27年度 参加：46人 

■平成 28年度 参加：47人 

中央図書館 

 

課題（２）  保育所（園）・幼稚園における人材の育成   

体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 
担 当 課 
（関係課） 

5-(2)-① 
子どもの本につい

て 

新刊を含めた出

版状況や児童書

の選び方などに

ついて研修を実

施する。 

絵本コーナーで、新刊や年齢に適した

絵本を紹介。年齢や発達に応じた絵本

の選び方や読み聞かせ方を保護者会、

懇談会保育参加や保育参観等で伝え

た。 

子育て支援

室 

★は特に重点的に取り組んだ事業 
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体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 
担 当 課 
（関係課） 

5-(2)-① 
子どもの本につい

て 

新刊を含めた出

版状況や児童書

の選び方などに

ついて研修を実

施する。 

年齢に応じた絵本の選定等について、

各園において、絵本に関しての高い専

門性を有する方（読書アドバイザー・地域

人材等）を招聘するなど、教員を対象に

研修を行った。（平成 24～28年度） 

■平成 28年度 

「読み聞かせの達人をめざして」 

参加：７人 

教育研修課 

5-(2)-② 

子どもに読書の楽

しさを伝える技術に

ついて 

読み聞かせなど、

子どもに読書の

楽しさを伝える技

術について研修

を実施する。 

絵本講座で絵本の発達にかかる力、読

み聞かせ方などを、学ぶ。職員間で読み

聞かせを行い、相互の技術向上につな

げた。 

子育て支援

室 

5-(2)-② 

子どもに読書の楽

しさを伝える技術に

ついて 

読み聞かせなど、

子どもに読書の

楽しさを伝える技

術について研修

を実施する。 

■平成 27年度 

絵本の読み聞かせ活動を行っている地

域の方を招聘し、子どもたちに読み聞か

せを行ってもらったり、幼稚園の教員が

小学校で絵本の読み聞かせ活動を行う

ことで、年齢に応じた読み聞かせの技術

向上を図った。大阪府教育委員会及び

府立中央図書館が実施する研修を紹介

するなど、研修機会を提供した。 

■平成 28年度 

「読み聞かせの達人をめざして」 

参加：７人 

教育研修課 
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課題(３)  学校における人材の育成 

体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 
担 当 課 
（関係課） 

5-(3)-① 
★学校図書館の役

割と活用について 

学校教育の充実

に必要な学校図

書館の機能や具

体的な活用方法

について研修を

実施する。 

■平成 24年度 

「ブックトークと子どもの読書活動につい

て」 

参加：64人 

■平成 25年度 

「学校図書館の活用促進に向けた支援の

あり方について」 

参加：61人 

「学校図書館運営における課題解決にむ

けた取組について」  

参加：62人 

■平成 26年度 

「市立図書館の運営方法等について」 

参加：55人 

「学校図書館を活用した授業づくりについ

て」 

参加：57人 

「先進校の取組紹介と学校図書館レイアウ

トについて」 

参加：61人 

「学校図書館司書と連携した学校図書館

づくりと子どもの読書活動をサポートするし

かけづくりについて」 

参加：61人 

■平成 27年度 

「司書教諭の役割と読み聞かせ実技につ

いて」 

参加：58人 

「読書が育む豊かな人間性について」 

参加：61人 

「学校図書館活用術について」 

参加：58人 

「学校図書館教育充実事業実践発表会お

よび司書教諭としての各校の取組交流」 

参加：61人 

■平成 28年度 

「司書教諭の役割と学校図書館蔵書デー

タベース化・オンライン化について」 

参加：72人 

「読み聞かせについて」 

参加：62人 

「読書活動推進事業実践発表および司

書教諭としての各校の取組交流」 

延べ２回実施 

参加：141人 

教育研修課 

★は特に重点的に取り組んだ事業 
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体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 実績概要（平成 24～28年度） 
担 当 課 
（関係課） 

5-(3)-② 
★司書教諭の役割

について 

学校において子

ども読書活動推

進の核となる司書

教諭の役割につ

いて研修を実施

する。 

■平成 24年度 

「ブックトークと子どもの読書活動につい

て」 

参加：64人 

■平成 25年度 

「学校図書館の活用促進に向けた支援の

あり方について」 

参加：61人 

「学校図書館運営における課題解決にむ

けた取組について」  

参加：62人 

■平成 26年度 

「市立図書館の運営方法等について」 

参加：55人 

「学校図書館を活用した授業づくりについ

て」 

参加：57人 

「先進校の取組紹介と学校図書館レイアウ

トについて」 

参加：61人 

「学校図書館司書と連携した学校図書館

づくりと子どもの読書活動をサポートするし

かけづくりについて」 

参加：61人 

■平成 27年度 

「司書教諭の役割と読み聞かせ実技につ

いて」 

参加：58人 

「読書が育む豊かな人間性について」 

参加：61人 

「学校図書館活用術について」 

参加：58人 

「学校図書館教育充実事業実践発表会お

よび司書教諭としての各校の取組交流」 

参加：61人 

■平成 28年度 

「司書教諭の役割と学校図書館蔵書データ

ベース化・オンライン化について」 

参加：72人 

「読み聞かせについて」 

参加：62人 

「読書活動推進事業実践発表および司書

教諭としての各校の取組交流」 

延べ２回実施 

参加：141人 

教育研修課 

★は特に重点的に取り組んだ事業 
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参考資料２ 小中学生への読書アンケート結果（概要）  

実施期間：平成 28年６月 10日～30日 

実施対象：小学５年、小学６年、中学１年、中学２年、中学３年 

実施校：市立 19中学校（全中学校）および市立 19小学校（中学校区毎に１小学校を指定） 

回答者数：小学生 1,247人、中学生 2,012人 

校区別（司書配置年度別）内訳                                   （単位：人） 

学校図書館司書 

配置年度 
学校 小５ 小６ 合計 学校 中１ 中２ 中３ 合計 

26年度 

開成小 34 39 73 第四中 36 39 35 110 

菅原小 30 34 64 長尾中 33 35 36 104 

桜丘小 37 32 69 桜丘中 36 36 32 104 

26年度合計   101 105 206   105 110 103 318 

28年度 

蹉跎小 29 31 60 第二中 37 33 30 100 

津田小 33 31 64 津田中 37 39 39 115 

樟葉小 38 39 77 楠葉中 38 30 34 102 

氷室小 25 27 52 杉中 38 38 36 112 

交北小 37 34 71 山田中 40 40 40 120 

磯島小 30 32 62 渚西中 30 30 28 88 

田口山小 37 39 76 長尾西中 38 35 37 110 

28年度合計   229 233 462   258 245 244 747 

未配置 

殿山第一

小 
22 25 47 第一中 41 31 32 104 

殿山第二

小 
30 40 70 第三中 34 34 39 107 

枚方小 35 36 71 枚方中 40 34 38 112 

山田小 36 35 71 中宮中 39 30 36 105 

招提小 33 24 57 招提中 38 32 31 101 

樟葉南小 34 32 66 楠葉西中 33 38 33 104 

春日小 27 32 59 東香里中 34 35 32 101 

蹉跎西小 35 34 69 蹉跎中 38 38 38 114 

船橋小 30 39 69 招提北中 30 37 32 99 

未配置校合計   282 297 579   327 309 311 947 

総合計   612 635 1,247   690 664 658 2,012 

 

校区別（司書配置年度別）比較の理由 

 平成 26年度６月から、19中学校区のうち３中学校区に学校図書館司書を配置、平成 28年度４月に

はさらに７中学校区に学校図書館司書を配置した。したがって、未配置の９校区と比較して学校図書館司 

書を配置した効果を検証するため、校区別の集計表とした。 

 

校区別（司書配置年度別）比較の結果 

 学校図書館の利用頻度において、顕著な効果が見られた。詳細は以下のとおりである。 
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問１．本を読むのは好きですか。 

（注）グラフ内の数値は小数第一位を四捨五入しているため、合計は必ずしも 100％ではない。以下同様。 

 

 

 

 

 

31 

32 

33 

33 

37 

40 

41 

40 

19 

15 

13 

15 

6 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

0 

0 

0 

0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成26年度配置校区

平成28年度配置校区

未配置校区

合計

（小学生）

とても好き 好き あまり好きでない 好きではない どちらでもない 無記入

20 

24 

22 

22 

39 

41 

41 

41 

19 

18 

20 

19 

11 

10 

10 

10 

10 

6 

7 

7 

0 

0 

1 

0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成26年度配置校区

平成28年度配置校区

未配置校区

合計

（中学生）

とても好き 好き あまり好きでない 好きではない どちらでもない 無記入

【説明】 

「読書がとても好き」「読書が好き」と小学生の 73％、中学生の 63％が回答している。 

平成 28年度の全国学力・学習状況調査でも「当てはまる」「どちらかというと当てはまる」と小学生

71.8％、中学生 66.0％が回答しており、ほぼ一致するが、同調査の全国平均は小学生 74.6％、中

学生 69.9％であり、全国平均をやや下回る結果となっている。 

校区別に見ると、小学生においては、未配置校区の割合が最も高く、中学生においては、平成 28

年度配置校区の割合が最も多い。 
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問２．どのくらい本を読みますか。（マンガをのぞく） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

10

9

9

17

24

23

22

42

38

38

39

22

18

20

19

12

10

10

10

0

1

1

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成26年度配置校区

平成28年度配置校区

未配置校区

合計

（中学生）

1日に1冊以上 1週間に1冊以上 1か月に1冊以上 年に1冊以上 読まない 無記入

【説明】不読率は、小学生 14％、中学生 30％で、平成 23年度の枚方市子ども読書アンケート結果

（小学生 16％、中学生 37％）と比較すると改善は見られるものの、全国平均の小学生 4.0％、中学生

15.4％（平成 28年度「学校読書調査」/全国学校図書館協議会・毎日新聞社）には及ばない。 
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問３．１日にどのくらいの時間、本を読みますか。（マンガをのぞく） 

 

 

 

 

 

 

13 

12 

12 

12 

24 

32 

28 

29 

34 

35 

35 

35 

15 

15 

14 

14 

13 

6 

10 

9 

1 

0 

1 

1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成26年度配置校区

平成28年度配置校区

未配置配置校区

合計

（小学生）

1時間以上 30分～1時間 10分～30分 10分未満 読まない 無記入

【説明】 

「１日に 30分以上読む」のは、小学生４１％、中学生 27％と急激に減っていく。問２の結果ともあわせ

ると、中学生になると、読書離れが深刻化していく傾向が見て取れる。校区別に見ると「１日に 30分以

上読む」のは、「平成 28年度設置校区」が小学生 44％、中学生 28％と、他の校区をやや上回る。 

8

11

9

10 

15

17

18

17 

36

39

41

39 

17

15

17

16 

24

15

15

17 

1

2

1

1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成26年度配置校区

平成28年度配置校区

未配置校区

合計

（中学生）

1時間以上 30分～1時間 10分～30分 10分未満 読まない 無記入
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問４．いつ本を読みますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【説明】 

「読まない」は小学生３％、中学生８％、「帰宅後」は小学生 24％、中学生 19％だが、「朝読書や図書

の時間」「休み時間」は小学生 48％、中学生 50％と学校での読書活動の割合が高くなっている。 

学校からの働きかけが読書習慣に非常に重要であるといえる。 

37 

39 

42 

40 

9 

10 

9 

10 

19 

19 

19 

19 

23 

22 

22 

22 

12 

8 

7 

8 

1 

1 

2 

1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成26年度配置校区

平成28年度配置校区

未配置校区

合計

（中学生）

朝読書や図書の時間 休み時間 帰宅後 休みの日 読まない 無記入

35 

36 

35 

35 

13 

13 

13 

13 

25 

23 

24 

24 

24 

26 

24 

25 

3 

2 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成26年度配置校区

平成28年度配置校区

未配置校区

合計

（小学生）

朝読書や図書の時間 休み時間 帰宅後 休みの日 読まない 無記入
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問５．家の人に本を買ってもらったり、自分で本を買ったりすることはありますか？ 

    （マンガをのぞく） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説明】 

小学生、中学生とも、80％以上が年に１冊以上本を買っている。 

校区別に見ると、月に１冊以上買っているのは、平成 28年度設置校区が小学生 54％、中学生 50％

と、他の校区よりやや割合が高い。 

2

3

2

2

11

15

14

14

29

32

28

30

39

32

39

37

18

17

15

16

0

1

1

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成26年度配置校区

平成28年度配置校区

未配置校区

合計

（中学生）

月に5冊以上 月に2～4冊 月に1冊 年に1冊以上 買わない 無記入

3 

4 

4 

4 

19 

18 

15 

17 

25 

32 

30 

30 

33 

30 

34 

32 

18 

16 

17 

17 

2 

1 

1 

1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成26年度配置校区

平成28年度配置校区

未配置校区

合計

（小学生）

月に5冊以上 月に２～４冊 月に１冊 年に１冊以上 買わない 無記入
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問６．学校図書館を利用していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説明】 

小学生においては司書配置による校区別の差は小さいが、中学生においては、平成 26年度配置校

区の利用頻度が高い。学校図書館司書が中学校を拠点にしており、司書配置の効果が顕著に現れ

ている。 

13

6

6

7

11

8

9

9

16

11

12

12

25

17

18

19

35

57

54

52

1

1

1

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成26年度配置校区

平成28年度配置校区

未配置校区

合計

（中学生）

月に5回以上 月に2～4回 月に１回 年に１回以上 利用しない 無記入

13 

13 

22 

17 

50 

49 

41 

46 

12 

17 

14 

15 

9 

11 

8 

9 

14 

9 

13 

12 

1 

0 

2 

1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成26年度配置校区

平成28年度配置校区

未配置校区

合計

（小学生）

月に５回以上 月に２～４回 月に１回 年に１回以上 利用しない 無記入
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問７．学校図書館を利用しない人にお聞きします。なぜ学校図書館を利用しないのですか。 

    （複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説明】 

小中学生とも「読みたい本がないから」「利用する時間がないから」が上位を占める。魅力的な蔵書の構

築と、子どもに本の楽しさを伝える工夫とともに、授業での活用など本に触れる機会を創出する取り組み

が必要である。 

62 

195 

232 

489 

50 

154 

198 

402 

39 

110 

137 

286 

32 

114 

130 

276 

3 

15 

12 

30 

2 

5 

11 

18 

0 200 400 600

平成26年度配置校区

平成28年度配置校区

未配置校区

合計

(人数)

（中学生）

無記入

利用したいときに閉まっている

なんとなく利用しにくいから

読書が好きでないから

読みたい本がないから

利用する時間がないから

20

39

47

106

13

14

45

72

3

23

28

54

10

13

16

39

1

4

8

13

3

2

3

8

0 50 100 150

平成26年度配置校区

平成28年度配置校区

未配置校区

合計

（人数）

（小学生）

無記入

利用したいときに閉まっている

なんとなく利用しにくいから

読書が好きではないから

利用する時間がないから

読みたい本がないから
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問８．市立図書館を利用していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説明】 

小学生の 70％が市立図書館を利用しているが、中学生は 39％の利用にとどまっている。 

7 

9 

6 

7 

17 

15 

17 

16 

19 

16 

17 

17 

27 

30 

31 

30 

28 

29 

28 

28 

1 

1 

1 

1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成26年度配置校区

平成28年度配置校区

未配置校区

合計

（小学生）

月に５回以上 月に2～4回 月に1回 年に1回以上 利用しない 無回答

1 

2 

2 

2 

4 

7 

5 

6 

7 

7 

7 

7 

27 

21 

24 

24 

60 

62 

61 

61 

1 

1 

1 

1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成26年度配置校区

平成28年度配置校区

未配置校区

合計

（中学生）

月に5回以上 月に2～4回 月に１回 年に１回以上 利用しない 無記入
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問９．市立図書館を利用しない人にお聞きします。なぜ市立図書館を利用しないのですか。 

（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説明】 

小学生においては「遠いから」、中学生においては「クラブや塾で忙しいから」が一番目の理由であ

る。学校図書館と連携するとともに魅力ある市立図書館づくりが必要である。 

25

74

68

167

26

59

58

143

14

51

58

123

11

29

33

73

10

15

13

38

3

4

7

14

0 50 100 150 200

平成26年度配置校区

平成28年度配置校区

未配置校区

合計

(人数）

(小学生）

無記入

利用したいときに閉まっている

読書が好きではないから

クラブや塾で忙しいから

読みたい本がないから

遠いから

109 

239 

277 

625 

75 

143 

190 

408 

30 

110 

128 

268 

39 

101 

117 

257 

2 

24 

47 

73 

9 

16 

13 

38 

0 100 200 300 400 500 600 700

26年度配置校区

28年度配置校区

未配置校区

合計

(人数)

（中学生）

利用したいときに閉まっている

無記入

読書が好きでないから

読みたい本がないから

遠いから

クラブや塾で忙しいから
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問 10．文章を作ったり、自分の考えを述べたり発表したりするのは好きですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説明】 

小学生は「とても好き」「好き」が 36％だが、中学生は 20％と学年が進むにつれ、減少傾向にある。 

小中学生とも、平成 28年度配置校区が小学生 38％、中学生 22％とやや上回る。 

10 

13 

10 

11 

22 

25 

26 

25 

34 

35 

35 

35 

20 

17 

19 

19 

12 

10 

9 

10 

1 

0 

2 

1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成26年度配置校区

平成28年度配置校区

未配置校区

合計

（小学生）

とても好き 好き あまり好きではない 好きではない どちらでもない 無回答

5 

7 

5 

6 

16 

15 

13 

14 

36 

31 

36 

34 

28 

31 

30 

30 

14 

11 

12 

12 

1 

4 

4 

4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成26年度配置校区

平成28年度配置校区

未配置配置校区

合計

（中学生）

とても好き 好き あまり好きでない 好きではない どちらでもない 無記入
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参考資料３ 子どもの読書活動の推進に関する法律  

（平成十三年十二月十二日法律第百五十四号） 

 

（目的）  

第一条  この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共

団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めるこ

とにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの

健やかな成長に資することを目的とする。  

 

（基本理念）  

第二条  子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子どもが、言葉

を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に

付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会

とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の

整備が推進されなければならない。  

 

（国の責務）  

第三条  国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの読書活動の

推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  

 

（地方公共団体の責務）  

第四条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏ま

え、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

 

（事業者の努力）  

第五条  事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活動

が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。  

 

（保護者の役割）  

第六条  父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的

な役割を果たすものとする。  

 

（関係機関等との連携強化）  

第七条  国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、

学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるも

のとする。  
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（子ども読書活動推進基本計画）  

第八条  政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基本計画」とい

う。）を策定しなければならない。  

２  政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告する

とともに、公表しなければならない。  

３  前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。  

 

（都道府県子ども読書活動推進計画等）  

第九条  都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県におけ

る子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の推進に

関する施策についての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよ

う努めなければならない。  

２  市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定されてい

るときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画）を基本とすると

ともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子

どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「市町村子ども読書活動推進計画」と

いう。）を策定するよう努めなければならない。  

３  都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計

画を策定したときは、これを公表しなければならない。  

４  前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の変更

について準用する。  

 

（子ども読書の日）  

第十条  国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積

極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。  

２  子ども読書の日は、四月二十三日とする。  

３  国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなけれ

ばならない。  

 

（財政上の措置等）  

第十一条  国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必要な

財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。  

 

   附 則  

 

 この法律は、公布の日から施行する。  



43 
 

参考資料４ 用語解説(50 音順） 

家読（うちどく） 

 

「家読（うちどく）」は、「家族ふれあい読書」の略語（造語）で、家族みんなで読書をするこ

とで「家族のコミュニケーション」を深めることを目的とした読書運動のこと。（家読推進プ

ロジェクトＨＰより） 

えほんのひろば 

 

「えほんのひろば」とは絵本いっぱいの会場で、絵本を通して、子どもたちの心をほぐす

取り組みのことをいう。大人が子どもに本を読み聞かせるのではなく、くつろいだ雰囲気

で子ども達が自由に絵本を手に取り、絵本をとおして会話をするなど、絵本を楽しむイベ

ントである。図書館とは離れた場所で行なわれる。 

OSAKA PAGE ONEプロジェクト 

 

平成 28年度、大阪府教育委員会は、OSAKA PAGE ONEプロジェクトとして、子どもた

ちの読書率の向上をめざし、月に１回読書を楽しむ日を「PAGE ONEの日」と定めた。 

学習障害 

 

基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は

推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すも

のである。その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚

障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因とな

るものではない。（文部科学省 HPより） 

学校図書館図書標準 

 

公立義務教育諸学校の学校図書館に整備すべき蔵書の標準を示したもの。文部省 平

成５年。 

こどもの読書週間 

 

昭和 34年（1959年）に始まる。もともとは５月１日～14日（こどもの日を含む２週間）。平

成 12年（2000年）の「子ども読書年」を機に、４月 23日～５月 12日に期間を延長。子ど

もの読書振興を目的とする。 

ストーリーテリング 

 

物語を覚えて語ること。「おはなし」ともいう。聞き手は視覚情報に頼らず、語り手の声を

聞いておはなしの世界を想像する、耳から聞く言葉を通して物語を楽しむことは、活字を

読んで具体的にイメージする力を養うことにも結びつく。読書への導入手段としても用い

られる。 

世界のバリアフリー絵本展 

 

IBBY（国際児童図書評議会）障害児図書資料センターが２年に一度、世界各国の絵本

を選定したものを、JBBY（日本国際児童図書評議会）が広く周知するために展示会セッ

トを作成し、国内を巡回しているもの。 

デイジー 
 

 

Digital Accessible Information System (誰でも使える情報システム)の略称で、スイスに事

務局を置く国際非営利団体のデイジー・コンソーシアムが維持・管理の責任を負って無

償で提供する国際規格。DAISY規格の特徴は、インターネットのホームページに使われ

ている無償で利用できる国際規格のみを組み合わせて、文字・音声・画像を同期させる

ことにより、様々な障害がある人々と高齢者にも使えるマルチメディア文書を簡単に作り

出せること。既存のマルチメディアと違って、見るか、聞くか、指先で読むかのどれかがで

きれば、必要な情報が得られる。（「ＤＩＮＦ障害保健福祉研究情報システム」ＨＰより） 
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ディスレクシア 

 

ディスレクシア（英語表記: Dyslexia）は、学習障害の一種である。難読症、識字障害、

（特異的）読字障害、読み書き障害、発達性読み書き障害とも訳される。 

バリアフリー絵本（または図書） 

 

「障害」のある子どもたちのために作られている絵本と「障害」について描かれている絵本

の２系統に分類される。前者は、点字絵本、さわる絵本、布の絵本、手話や絵文字がつ

いた絵本、やさしくよめる本、認知特性や見え方の特性に配慮した絵本、音声がついた

絵本、におう絵本などで、後者は、絵本に「障害」児者が描かれていたり「障害」のことを

学んだりできる絵本、あるいは、「障害」のある人たちによって制作された絵本とされる。

（「JBBY」ＨＰより） 

ビブリオバトル 

 

京都大学から広まった、本の紹介コミュニケーションゲームのこと。知的書評合戦ともい

う。「人を通して本を知る．本を通して人を知る」をキャッチコピーに日本全国に広がって

いる。（「知的書評合戦ビブリオバトル公式サイト」より） 

枚方版ブックスタート 

 

絵本の楽しさや大切さを体験するとともに、親子のふれあいを一層深めてもらう機会とし

て実施。１歳の誕生日月の子どもを対象に、保育所（園）で絵本の読み聞かせを行い、絵

本を１冊プレゼントする。 

ブックトーク 

 

テーマに沿って本を紹介すること。本への興味を喚起する目的を持つ。読書への導入手

段として用いられる。 

不読者 

 

国の「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（平成 25年５月）」によると、「不

読」とは「１か月に１冊も本を読まない」ことで、不読率を半減させることを目標のひとつと

している。 

本計画においては、小中学生への読書アンケート結果（平成 28年６月実施）において、

「１日に１冊以上」、「１週間に１冊以上、」「１か月に１冊以上」本を読むと回答した以外の

者を「不読者」と定義する。 

ふれあいルーム 

 

本とふれあいながら親子が交流できる場。子育て経験の豊富な市民スタッフによる絵本

の読み聞かせやミニ講座なども行う。 

母子保健事業 

 

４か月児、１歳６か月児、２歳６か月児（歯科）、３歳６か月児を対象とした乳幼児健康診

査、乳幼児健康相談、子育てに関する講演会など。 

ヤングアダルト 

 

図書館サービスの対象としてのヤングアダルトは、主に中学生・高校生を指す。身体的・

情緒的発達特性を踏まえ、彼らの興味や関心、学習などに関する資料要求に応える、図

書館サービスの対象分野のひとつである。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E7%BF%92%E9%9A%9C%E5%AE%B3
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